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地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員 

の任用等の在り方に関する研究会（開催要綱） 

 

 

１ 趣旨 

地方公共団体においては、多様化・高度化する行政ニーズに対応するため、任期

の定めのない常勤職員を中心としつつ、臨時・非常勤職員、任期付職員などの多様

な任用・勤務形態が活用されている。 

   臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等については、制度の趣旨、勤務の内容

に応じた任用・勤務条件を確保できるよう、平成 26年 7月の公務員部長通知で改め

て留意すべき事項を示し、各地方公共団体において取扱いを再度検証した上、必要

な対応を図るよう要請している。 

   今般、この通知のフォローアップを含めた調査を実施しており、その結果や関連

する新たな動きを踏まえ、臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方につ

いて検討を行う。 

 

２ 名称 

  本研究会の名称は、「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在

り方に関する研究会」(以下「研究会」という。)とする。 

 

３ 研究内容 

  研究会は、地方公務員の臨時・非常勤職員等の実態調査等を踏まえ、以下の事項

について調査研究を行う。 

（１）臨時・非常勤職員の任用等の在り方について 

（２）任期付職員の任用等の在り方について 

（３）その他研究会で定めるもの 

 

４ 研究会構成員 

  研究会構成員は、別紙のとおりとする。 

 

５ 座長 

（１）研究会に、座長１人を置く。 

（２）座長は、会務を総理する。 
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６ 議事 

（１）研究会の会議は、座長が招集する。 

（２）座長は、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を聴取することができる。 

（３）会議は非公開とするが、会議終了後に配付資料を公表するとともに、議事概要

を作成し、公表することとする。但し、配付資料については、座長が必要と認め

る時は非公開とすることができる。 

 

７ 雑則 

（１）総務省自治行政局公務員部公務員課に事務局を置く。 

（２）本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。  
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（別紙） 

 

地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の 

任用等の在り方に関する研究会構成員 
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A  首都大学東京大学院社会科学研究科教授 
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（敬称略、五十音順） 
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研究会スケジュール（案） 

 

 

第１回 （ ７月２６日） 現行制度の概要、これまでの経緯等の説明、 

研究会の進め方 

 

第２回 （ ８月 ９日） 地方公共団体からヒアリング 

 

第３回 （ ８月３１日） 水町勇一郎教授(東京大学社会科学研究所(労働法)、 

同一労働同一賃金の実現に向けた検討会（厚生労働省・ 

一億総活躍推進室）委員）、厚生労働省職業安定局 

派遣・有期労働対策部からヒアリング  

 

第４回 （ ９月１３日） 地方の臨時・非常勤職員に関する実態調査 

結果の報告 

 

第５回 （ ９月２６日） 職員団体からのヒアリング、論点整理① 

 

第６回 （１０月１３日） 論点整理② 

 

第７回 （１１月 ４日） 論点整理③ 

 

第８回 （１１月２４日） 報告書（素案） 

 

第９回 （１２月１２日） 報告書（案） 

 

第１０回（１２月２２日） 報告書のとりまとめ 
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